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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年3月10日(2011.3.10)
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【公開日】平成20年9月18日(2008.9.18)
【年通号数】公開・登録公報2008-037
【出願番号】特願2008-14933(P2008-14933)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  83/12     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/14     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ  11/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  25/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  33/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  77/46     (2006.01)
   Ｂ４１Ｍ   5/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  83/12    　　　　
   Ｃ０８Ｌ 101/14    　　　　
   Ｃ０９Ｄ  11/00    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  25/04    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  33/04    　　　　
   Ｃ０８Ｇ  77/46    　　　　
   Ｂ４１Ｍ   5/00    　　　Ａ
   Ｂ４１Ｍ   5/00    　　　Ｅ
   Ｂ４１Ｊ   3/04    １０１Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月24日(2011.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、変性シロキサン化合物、及び樹脂を含有する液体組成物であって、
　前記変性シロキサン化合物が、下記式（１）で表される変性シロキサン化合物、下記式
（２）で表される変性シロキサン化合物、及び下記式（３）で表される変性シロキサン化
合物からなる群から選ばれる少なくとも１種であり、
　前記樹脂が、酸価が９０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、かつ、
樹脂を構成するモノマーの溶解度パラメーターより算出される樹脂の水素結合項（δｈ）
が１．０ｃａｌ0.5／ｃｍ1.5以上３．７ｃａｌ0.5／ｃｍ1.5以下である樹脂Ａ、及び、酸
価が１５０ｍｇＫＯＨ／ｇを超えて２００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、かつ、樹脂を構成
するモノマーの溶解度パラメーターより算出される樹脂の水素結合項（δｈ）が１．０ｃ
ａｌ0.5／ｃｍ1.5以上１．５ｃａｌ0.5／ｃｍ1.5以下である樹脂Ｂ、の少なくとも１種の
樹脂
　であることを特徴とする液体組成物。
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（式（１）で表される変性シロキサン化合物の重量平均分子量は８，０００以上３０，０
００以下であり、式（１）中、Ｒ1は炭素数１以上２０以下のアルキレン基であり、Ｒ2は
水素原子又は炭素数１以上２０以下のアルキル基であり、ｍは１以上２５０以下、ｎは１
以上１００以下、ａは１以上１００以下、ｂは０以上１００以下である。）

（式（２）で表される変性シロキサン化合物の重量平均分子量は８，０００以上５０，０
００未満であり、式（２）中、Ｒ3はそれぞれ独立に、水素原子又は炭素数１以上２０以
下のアルキル基であり、Ｒ4は炭素数１以上２０以下のアルキレン基であり、ｐは１以上
４５０以下、ｃは１以上２５０以下、ｄは０以上１００以下である。）

（式（３）で表される変性シロキサン化合物は、重量平均分子量が８，０００以上５０，
０００未満、かつＨＬＢが１以上７未満であり、式（３）中、Ｒ5はそれぞれ独立に、水
素原子又は炭素数１以上２０以下のアルキル基であり、Ｒ6は炭素数１以上２０以下のア
ルキレン基であり、ｑは１以上１００以下、ｒは１以上１００以下、ｅは１以上１００以
下、ｆは０以上１００以下である。）
【請求項２】
　前記式（１）で表される変性シロキサン化合物のＨＬＢが、５以上１１以下である請求
項１に記載の液体組成物。
【請求項３】
　前記樹脂Ａを構成するモノマーが、スチレン、ｎ－ブチルアクリレート、及びベンジル
メタクリレートからなる群から選ばれる少なくとも１種のモノマーを含む請求項１又は２
に記載の液体組成物。
【請求項４】
　前記樹脂Ｂを構成するモノマーが、スチレン、及びα－メチルスチレンからなる群から
選ばれる少なくとも１種のモノマーを含む請求項１乃至３のいずれか１項に記載の液体組
成物。
【請求項５】
　前記樹脂の液体組成物中における含有量（質量％）が、液体組成物全質量を基準として
、２．５質量％以上４．０質量％以下である請求項１乃至４のいずれか１項に記載の液体
組成物。
【請求項６】
　前記変性シロキサン化合物の含有量（質量％）が、液体組成物全質量を基準として、０
．５質量％以上３．０質量％未満である請求項１乃至５のいずれか１項に記載の液体組成
物。
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【請求項７】
　前記液体組成物が、さらに水を含有し、前記水の液体組成物中における含有量（質量％
）が液体組成物全質量を基準として、５０．０質量％以上９５．０質量％以下である請求
項１乃至６のいずれか１項に記載の液体組成物。
【請求項８】
　顔料インクを記録媒体に付与する工程、及び、液体組成物を記録媒体に付与する工程、
を有する画像形成方法であって、
　前記液体組成物として、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の液体組成物を用いるこ
とを特徴とする画像形成方法。
【請求項９】
　顔料インクを記録媒体に付与する工程の後に、液体組成物を記録媒体に付与する工程を
行う請求項８に記載の画像形成方法。
【請求項１０】
　前記顔料インクとして、顔料、及び、酸価が９０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上２００ｍｇＫＯＨ
／ｇ以下の樹脂を含有するインクを用いる請求項８又は９に記載の画像形成方法。
【請求項１１】
　前記顔料インクと前記液体組成物とをインクジェット方法で記録媒体に付与する請求項
８乃至１０のいずれか１項に記載の画像形成方法。
【請求項１２】
　液体組成物を収容する液体組成物収容部を備えてなるカートリッジであって、
　前記液体組成物収容部に収容されている液体組成物が、請求項１乃至７のいずれか１項
に記載の液体組成物であることを特徴とするカートリッジ。
【請求項１３】
　液体組成物を収容する液体組成物収容部と、液体組成物を吐出する記録ヘッドとを備え
てなる記録ユニットであって、
　前記液体組成物収容部に収容されている液体組成物が、請求項１乃至７のいずれか１項
に記載の液体組成物であることを特徴とする記録ユニット。
【請求項１４】
　液体組成物を収容する液体組成物収容部と、液体組成物を吐出する記録ヘッドとを備え
てなるインクジェット記録装置であって、
　前記液体組成物収容部に収容されている液体組成物が、請求項１乃至７のいずれか１項
に記載の液体組成物であることを特徴とするインクジェット記録装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
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